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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」

という。）第29条の規定に基づき獣医学群の履
修等に関する事項を定めることを目的とする。

（授業科目）
第 2条　授業科目及び単位数並びに開講年次は、別表

Ⅰ「授業科目履修年次配当表」のとおりとする。
2　授業科目履修年次配当は、やむを得ない事情
で変更することがある。

（授　　業）
第 ３条　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実

技のいずれかにより、または、これらの併用に
より行う。

（卒業の要件）
第 ４条　卒業の要件を満たすには、学則第１３条に定め

る修業年限以上在学し、別表Ⅱ「卒業必要単位
数」による単位を修得しなければならない。

（進級認定）
第 ５条　 １年次終了時において、次の要件を満たした

者については教授会の議を経て、 2年次への進
級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目、選択科目を合わせて１４単位以上修得
専門基礎教育 １年次に開講する全ての必修科目

（合計１9単位）のうち、１５単位以上修得専 門 教 育
獣医保健看護学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目、選択科目を合わせて１４単位以上修得
専門基礎教育 １年次に開講する全ての必修科目

（合計１7単位）のうち、１３単位以上修得専 門 教 育
2　 2年次終了時において、次の要件を満たした
者については教授会の議を経て、 ３年次への進
級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目を含め、卒業要件2４単位以上修得
専門基礎教育

2年次までに開講する全ての必修科目
（合計５１単位）のうち、４３単位以上修得専 門 教 育

畜 産 関 連

獣医保健看護学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目を含め、卒業要件2４単位以上修得
専門基礎教育

2年次までに開講する全ての必修科目
（合計４7単位）のうち、３9単位以上修得専 門 教 育

専 修 教 育

３　 ３年次終了時において、次の要件を満たした
者については教授会の議を経て、 ４年次への進
級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育
３年次までに開講する全ての必修科目
（合計9１単位）のうち、8１単位以上修得専 門 教 育

畜 産 関 連
獣医保健看護学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育
３年次までに開講する全ての必修科目
（合計82単位）のうち、7３単位以上修得専 門 教 育

専 修 教 育
４　 ４年次終了時において、次の要件を満たした
者については教授会の議を経て、 ５年次への進
級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育
４年次までに開講する全ての必修科目
（合計１３４単位）を修得

専 門 教 育
専 修 教 育
畜 産 関 連

５　 ５年次終了時において、次の要件を満たした
者については教授会の議を経て、 ６年次への進
級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育
５年次までに開講する全ての必修科目
（合計１５8単位）のうち、１５0単位以上修得

専 門 教 育
専 修 教 育
畜 産 関 連

６　前各項に定める要件を満たせない者は留年と
し、同一学年で 2回留年となった者には、学生
担当教員（アドバイザーまたはユニット・研究
室指導教員）と協議した上で、学群長より当該
年度末日をもって退学を勧告する。ただし、休
学による留年は対象としない。
7　同一学年での在学年数が ３年を超える者は、
学則第１４条第 2項ならびに第３６条第 2号の定め
によって除籍とする。

（必修科目）
第 ６条　必修科目とは、修得しなければ卒業を認めら

れない授業科目をいう。
2　必修科目の単位は、他の授業科目の単位を
もって代えることはできない。
３　必修科目は、所定の年次において履修しなけ
ればならない。
４　所定の年次において未修得となった必修科目
は、次年度に他の授業科目に優先させて履修し
なければならない。ただし、第 8条第 ３項によ
り受講免除となった場合は重複する必修科目を
履修することができる。

（選択科目）
第 7条　選択科目とは、必修科目以外の授業科目をい
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う。
2　卒業に必要な単位数を満たすために、必修科
目に加えて選択科目の単位を修得しなければな
らない。

（履修登録及び履修）
第 8条　履修しようとする授業科目は、指定期間内に

教育センター教務課に指定された方法により登
録手続きをしなければならない。
2　履修登録をしない者は、修学の意志がないも
のとみなす。
３　出席日数が足りながら未修得となった必修科
目（実習を含む）は、進級した場合の当該年度
に限り、特別指導を受け受講免除とする。ただ
し、基盤教育科目は受講免除対象外とする。ま
た、復学した場合の取扱いについては、休学前
の状況を該当させることとする。なお、選択必
修科目についても同様の措置を取る。
４　受講免除の場合を除き同一時限 2科目以上履
修することはできない。履修すべき科目の時間
割（集中授業、補講を含む）が重複する場合は
教育センター教務課に申し出なければならな
い。
５　すでに単位を修得した授業科目は、履修する
ことはできない。
６　上級年次に配当された授業科目は、原則とし
て履修することはできない。ただし、留年になっ
た者が次年次配当の科目（実習を除く）の履修
を特に指定された場合には、その限りではない。
この場合、半期の履修科目の上限は、前年度ま
での未修得科目を含む１0単位までとする。
7　第１0条に規定するものを除き他学類の授業科
目は、原則として履修することはできない。
8　クラス別編成になっている授業科目は、指定
されたクラスの授業時間割表に従って履修しな
ければならない。
9　礼拝の時間に授業科目を履修することはでき
ない。　

１0　履修登録した以外の授業科目を聴講すること
はできない。

１１　履修登録した以外の授業科目を履修し、試験
に合格しても単位は認めない。

１2　履修は入学時に示した授業科目履修年次配当
表による。従って、下級年次から教育課程が変
更になった場合、振替可能な授業科目以外の新
しい授業科目を履修することはできない。

（履修制限及び開講取消し）
第 9条　各年次において、年間４8単位を超えて履修す

ることはできない。また、 １学期につき2６単位
を超えて履修することはできない。ただし、第
8条第 ３項に該当する受講免除科目は履修制限
から除外する。
2　学外農場実習および博物館実習は履修制限か
ら除外する。

３　履修者数が１0名未満の授業科目は、当該年度
の開講を取り止め、隔年開講とする場合がある。
４　その他に履修を制限する場合がある。

（他学群他学類の授業科目の履修）
第１0条　他学群他学類科目の履修方法等については、

「酪農学園大学他学群他学類の授業科目の履修
に関する規程」に定める。

（他大学等で修得した単位の取扱い）
第１１条　他大学等で修得した単位の取扱いについて

は、別に定める。
（履修授業科目の変更）
第１2条　履修授業科目の変更は、次の事由が発生した

場合、その都度認める。
⑴　授業時間割表に変更があった場合
⑵　履修登録内容に不備があった場合
⑶　その他やむを得ないと認められる場合

（授業時間）
第１３条　授業時間の １時間の単位は４５分とする。

2　授業時間は次の時限に区分する。
時限 時　　　　間 時限 時　　　　間
１ 9 時00分～ 9時４５分 7 １４時４0分～１５時2５分
2 9 時４５分～１0時３0分 8 １５時2５分～１６時１0分
３ １0時４0分～１１時2５分 9 １６時20分～１7時0５分
４ １１時2５分～１2時１0分 １0 １7時0５分～１7時５0分
５ １３時00分～１３時４５分 １１ １8時00分～１8時４５分
６ １３時４５分～１４時３0分 １2 １8時４５分～１9時３0分

３ 　授業時間割表は、学年の始めに定める。
４　１１、１2時限目は主として補講を実施する。

（試　　験）
第１４条　授業科目の単位を認定するための試験を行

う。
2　試験は、毎学期 １回以上行うことを原則とす
る。
３　試験は、平常試験および定期試験ならびに追
試験とする。
４　試験は、筆答試験またはレポ－ト等担当教員
が適当と認める方法によって行う。
５　実験、実習および演習等にあっては、その成
績考査をもって試験に代えることができる。

（平常試験）
第１５条　平常試験とは、授業科目担当教員が必要に応

じて随時行う試験をいう。
（定期試験）
第１６条　定期試験とは、学期末に行われる試験をいう。

2　定期試験は、原則として前学期は 7月下旬か
ら 8月上旬、後学期は １月下旬から 2月上旬に
行う。
３　試験時間は、原則として６0分とする。

（追 試 験）
第１7条　追試験は、やむを得ない事由で定期試験を受

けることのできなかった者に対して行う試験を
いう。
2　追試験は、原則として次の場合に認める。
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⑴　第2５条第 １項の規定（公認欠席）により受
験不可能になった場合（証明する書類を添付）

⑵　公認欠席の対象ではない病気・怪我により
受験不可能になった場合（医師の診断書、法
定感染症病状証明書、医療機関受診証明書ま
たは治療費領収書を添付（受診日または入院
療養等に要した期間が試験日を含む証明書で
あること。ただし治療領収書の場合は受診日
のみ有効））

⑶　交通機関の遅延・事故により受験不可能に
なった場合（遅延証明書または運休証明書を
添付）

⑷　就職試験により受験不可能になった場合
（試験の日時を証明する書類を添付）
⑸　その他災害等やむを得ない事由により受験
不可能になった場合（証明する書類を添付）

３　追試験を受験しようとする者は、定期試験後
7日以内に、試験欠席届を教育センター教務課
に提出し、許可を得なければならない。
４　追試験は、定期試験後１0日以内に実施する。
この期間に受験できない場合は原則として受験
資格を失う。
５　追試験を許可された者は、追試験票の交付を
受け、試験時に試験監督者にこれを提出しなけ
ればならない。

（試験時間割）
第１8条　定期試験の時間割表は、開始１0日以前に学生

に告示する。
（受験資格）
第１9条　受験資格は次のとおりとし、受験資格のない

者は試験を受けることができない。
⑴　当該授業科目を履修登録していること
⑵　講義科目については、授業時間総数の ３分
の 2以上出席していること
⑶　実験科目、実習科目、演習科目及び体育実
技については、授業時間総数の ５分の ４以　　　
上出席していること

⑷　追試験については、追試験票の交付を受け
ていること

⑸　学生証を所持していること
⑹　当該学期の学納金を納付していること。ま
たは、学納金未納の場合は、納付についての　　
確約書が提出されていること

（試験に関する注意）
第20条　受験中机上には、試験監督者が見やすい位置

に学生証を置き、その他試験科目担当教員が認
めるもの以外は置いてはならない。
2　受験中は、携帯電話、スマートフォン、スマー
トウォッチ等の通信機能が付いた電子機器、補
聴器を除くイヤホン・ヘッドホン類は電源を切
り、かばん等にしまうこと。
３　試験開始後20分を経過した後は、試験場に入
場できない。

４　試験開始後2５分間は、退場できない。
５　答案用紙に学類、学年、学籍番号、氏名の記
入のないものは無効とする。
６　試験場では試験監督者の指示に従わなければ
ならない。
7　試験を遠隔で実施する場合はこの限りではな
い。遠隔試験に関する注意事項は第１8条第 １項
に定める定期試験の時間割表告示の際に通知す
る。
8　試験において不正行為をした者は、ただちに
受験停止のうえ、学則第４0条の規定により厳重
な処分をする。

（成　　績）
第2１条　授業科目の成績は、試験により決定する。

2　成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＰ、Ｆの 7
種の評語をもって表示し、各成績評語基準は次
項に示すとおりとする。ただし、第１9条第 2号
および第 ３号を満たせず受験資格のない科目は
「×」、編入学や入学前の既修得単位等の振替認
定科目は「認」と表示する。また、「建学原論」、
「健土健民・獣医学入門実習」、「学外農場実習」
の評価は、Ｐ（合格）、Ｆ（不合格）の 2種の
評語で表示する。
３　成績評語基準は、次のとおりとする。

　　　　合　格　　Ｓ（１00～90点）、Ａ（89～80点）、
　　　　　　　　　Ｂ（79～70点）、Ｃ（６9～６0点）
　　　　　　　　　Ｐ（「建学原論」、「健土健民・獣

医学入門実習」、「学外農場実習」
の合格）

　　　　不合格　　Ｄ（５9点以下および試験欠席）
　　　　　　　　　Ｆ（「建学原論」、「健土健民・獣

医学入門実習」、「学外農場実習」
の不合格）

４　学則第３６条第 １項により除籍となった者は、
当該学期の履修成績を抹消する。

（Ｇ Ｐ Ａ）
第22条　全履修科目の成績の平均値を表したＧＰＡ

（GradePointAverage／グレード・ポイント・
アベレージの略）は、各履修科目のグレード・
ポイントに科目の単位数を乗じた値を全履修科
目分合算し、その値を全履修科目の単位数の合
計で除したものであり、次の計算式によって算
出する。

ＧＰＡ＝ ［（科目の単位数）×（その科目で得たグレード・ポイント）］の総和
　　　　　　　　　　履修科目単位数の総和

2　評価ごとのグレード・ポイントは次のとおり
とする。ただし、認とＰ、Ｆは対象外とする。

　　　　Ｓ（１00～90点）：４.0、Ａ（89～80点）：３.0、
　　　　Ｂ（79～70点）：2.0、Ｃ（６9～６0点）：１.0、
　　　　Ｄ（５9点以下、試験欠席）： 0、
　　　　×（受験不可）： 0

３ 「建学原論」、「健土健民・獣医学入門実習」、「学
外農場実習」は、ＧＰＡ算出の対象外とする。
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４ 　 2 学期連続してＧＰＡが１.0未満の者につい
ては、学生担当教員と連携のもと、学類長より
指導・助言を行う。
５　 ３学期連続してＧＰＡが１.0未満の者につい
ては、学生担当教員と協議した上で、学群長よ
り退学勧告を行う。
６　前項の規定により退学した者が、科目等履修
生として履修した科目を算入して累積ＧＰＡが
１.0以上に改善し、再入学を願い出た場合には、
教授会の議を経て、退学時の学年学期の次学期
に再入学を許可することができる。

（成績発表）
第2３条　期末試験の成績は、所定の方法をもって発表

する。その他授業科目担当教員が必要に応じて
成績を発表する。
2　成績は、学生の保証人に通知する。

（欠　　席）
第2４条　病気・怪我、交通機関の遅延・事故、就職活動、

その他の理由で授業を欠席する場合は、「欠席
届」（教育センター教務課に常備）を欠席する
授業科目担当教員に届け出なければならない。
2　前項の欠席は、授業時間総数に算入する。

（公認欠席）
第2５条　公認欠席は、次の場合に限り認められる。
公認欠席に該当する事由 認定日数 申請期限

⑴
課外活動

ア　運動部等で対学校
試合等､ 大学を代
表して出場する場
合

イ　文化部等で大学を
代表して出席する
場合

ウ　学生会役員で会合
に出席する場合

各学期 １回､
６ 授業日以内
※同一曜日の
重複は認め
ない。

※準備、後片
付け、見学
会、調査等
は、認めな
い。

大会等の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の 7日前
まで

⑵
その他

ア　忌引き
　　（ 2親等以内の親族）

年間 7授業日
以内
（本事由によ
る公認欠席は
１授業科目に
つき １回まで
とする。）

葬儀終了後
7日以内

イ　学校保健安全法
第１9条に基づく
出席停止

学校保健安全
法施行規則第
１9条に定める
出席停止の期
間

登校許可が
出た日から
５日以内

2　前項の公認欠席は、授業時間総数に算入しな
い。
３　第 １項に該当する公認欠席は、次の手続きを
しなければならない。
⑴　第 １項の⑴の該当団体は、申請期限前に
「◯外公認欠席願」に「理由に関する資料」を
添付し、団体顧問（本学教員）の認印を受け
た後、教育センター学生支援課に届け出なけ
ればならない。

⑵　第 １項⑵アの公認欠席該当学生は、申請期

限前に会葬礼状の写しまたは保証人の証明を
持参の上、教育センター教務課に届け出なけ
ればならない。
⑶　第 １項⑵イの公認欠席該当学生は、申請期
限前に医師の診断書、法定感染症病状証明書、
医療機関受診証明書または治療費領収書・薬
の処方箋等を医務室に提出の上、学校医の証
明後に教育センター教務課に届け出なければ
ならない。
⑷　第 １項の公認欠席該当学生は、所定の申請
後、手続きを指定された部署の証印を受けた　　
公認欠席届を受け取り、欠席した授業科目担
当教員に原則１４日以内に届け出なければなら
ない。

４　第 １項の公認欠席の回数は、 １つの授業科目
において当該授業回数の ３分の １を超えること
ができないものとする。
５　第 １項⑴に該当する公認欠席は、原則定期試
験期間を含むことができないものとする。
６　第 １項の申請期限を過ぎた申請は、認めない。
ただし、学生の自己都合によらない不可抗力に
よる理由の場合、認めることがある。

（改　　廃）
第2６条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則
この規程は、20１１（平成2３）年 ４月 １日から制定・施
行する。
　附　則
この規程は、20１2（平成2４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
１　この規程は、20１３（平成2５）年 ４月 １日から施行
する。
2　但し、第 ５条は20１１年度入学生から適用とする。
　附　則
１　この規程は、20１５（平成27）年 ４月 １日から施行
する。
2　別表Ⅰ（授業科目履修年次配当表 獣医学類）は、
20１１年度入学生から適用する。但し、備考 7 .につ
いては20１３年度カリキュラム適用者から適用する。

　附　則
１　この規程は、20１５（平成27）年 ４月 １日から施行
する。
2　20１４（平成2６）年度以前の入学生については、第
2条第 １項、第 ４条及び第 ５条の適用は、なお従前
の規程による。

　附　則
この規程は、20１５（平成27）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、20１６（平成28）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、20１8（平成３0）年１0月 １ 日から施行する。
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　附　則
１　この規程は、2020年 ４ 月 １ 日から施行する。
2　別表Ⅰ及び別表Ⅱは、20１9年度以前の入学者につ
いては、なお従前の規程による。

　附　則
１　この規程は、202１年 ４ 月 １ 日から施行する。
2　第 2条第 １項、第 ４条、第 ５条、第 8条第 ６項、
第 9条第 2項、第2１条、第22条、及び第2５条の規程
は、202１年度入学生から適用し、2020年度以前の入
学生については、従前の規程による。
３　別表Ⅰ・別表Ⅱは、202１年度入学生から適用し、
2020年度以前の入学生については、従前の規程によ
る。
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